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　平成１２年４月から新しくスタートした「成年後見制度」。ＮＰＯライフサポート東京は、成年後見制度に関する情報提供と相談、活用支援をはじめとして、日常生活から財産の管理・処分に関することまで、不安を抱えておられる方々を広くサポートする活動を行っています。


　当法人が行う成年後見の最大の特色は「法人後見」にあるといえます。私たちは、当法人が受けたご相談を会員に紹介し会員個人が成年後見人、保佐人、補助人（以下、「成年後見人等」といいます）に就任するという方法ではなく、当法人そのものが法人として成年後見人等に就任し、会員は後見事務を行う担当者（以下、「後見事務担当者」といいます）となる方法を取っています。私たちは、成年後見制度における法人後見の有効性、重要性を強く確信しており、今後もこのスタンスを崩さず、法人後見の活用を広く働きかけていこうと考えています。本紙では、そのような観点から「法人後見」を詳しくご紹介したいと思います。
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平成１２年４月から始まった「成年後見制度」では、法人が成年後見人等に就任することができることが明示されました。少子高齢化、核家族化が進み、適切な後見人等候補者を見つけることが困難になることが予想される今後、法人後見は、ますますニーズが増えていくものと思われます。では、法人後見とは、いったいどのようなものなのでしょうか。
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成年後見人等に就任するための法人の資格は、法律上、制限が設けられていません。したがって、社会福祉協議会等の社会福祉法人、福祉関係の公益法人、特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）等のほか、株式会社などの営利法人を成年後見人等として選任することも、法律上は可能です。家庭裁判所は、法人の事業の種類、内容、法人及びその代表者と成年被後見人等との利害関係の有無などを審査したうえで適格性を判断しています。営利法人については、後見事務の性質に照らし、慎重な対応がとられています。
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個人が成年後見人等に就任した場合（以下、「個人後見」といいます）、成年後見人等の病気、事故、死亡等により、後見事務が適切に行われなくなるという恐れがあります。法人後見では、後見事務担当者を変更することにより、このような事態を回避することができます。
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成年被後見人等が遠隔地の不動産を所有しているなど、対象となる管理財産が広範囲に及んでいたり、成年被後見人等が老人ホームに入居した関係で居住地と自宅不動産が離れてしまったりしても、それぞれの地域の後見事務担当者が対応するという組織的対応をとることができます（ただし、法人の規模によります）。
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法人は、いろいろな職歴、経験、専門知識を持つ者で構成されるため、それぞれの専門分野を活かし、様々な事案に複数の会員による対応が可能となります。また、法人内部で複数担当者制、監督体制を構築することで、本人保護の厚みが増し、安全性が高くなります。
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親族間に本人の財産管理や身上監護の方針について争いのある場合や、本人が身体的・経済的虐待を受けている場合などにおいて、組織的対応により、後見事務担当者に対する個人攻撃を回避することができます。また、法人内部における実務経験の共有、相談体制の充実により、後見事務担当者の不安は軽くなるでしょう。
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法人は、個人と比較して、組織力により多数の事案を受任することが可能であり、それによりコストを分散することができます。すなわち、成年被後見人の資産が少ないために後見報酬をあまり見込めない事案についても受任することのできる可能性が出てきます。








�





�


介護施設等を経営する法人が成年後見人等に選任される場合において、法人及びその代表者と成年被後見人等との利害関係が問題となります。また、法人は、成年被後見人等と後見事務担当者との間に利害関係が生じないように細心の注意が必要となります。
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法人後見において、意思決定は法人内部の意思決定機関（理事会など）による組織決定となります。そこには、後見事務担当者からの稟議書の提出、理事の過半数による同意などの一定の手順が必要となり、どうしても意思決定が遅くなる傾向があります。電話、メールを活用するなどして、意思決定が迅速に行われる方法やルールを作っておく必要があるでしょう。
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山田花子さん（７５歳）は、３年前にご主人を亡くし、現在、一人暮らし。これからも住み慣れた地域で生活したいと考えています。そんな折、新聞で「任意後見制度」という制度があることを知りました。万一、認知症になったときに備えて、予め、信頼できる方との間で「任意後見契約」を結び、将来お願いしたいことを委任しておくという制度です。





花子さんは早速、近所の行政書士・行政太郎さんの事務所を訪れ、「任意後見制度」について相談したところ、次のような欠点もあることが分かってきました。それは、花子さんが、たとえば行政太郎さんとの間で任意後見契約を締結し、将来のことをお願いしておいたとしても、契約の相手方（任意後見受任者）である行政太郎さんが、万一、花子さんより先に亡くなってしまった場合、そこで任意後見契約が終了してしまい、必要なときにサポートを受けられなくなってしまう、というものでした。





　これに対し、ＮＰＯなどの「法人」が任意後見受任者の場合、法人が「亡くなる」ということはありませんので、花子さんの担当者になった方が、万一、病気になってしまったり、遠隔地に引越しをしてしまったりしても、別の担当者にきちんと引き継ぎをしてもらうことで、花子さんは滞りなくサポートが受けられるのです。


　そこで、花子さんは、行政太郎さんが入会しているＮＰＯライフサポート東京と「任意後見契約」を締結し、行政太郎さんに担当者になってもらうことで、将来の不安がなくなり、安心して毎日を過ごせるようになりました。
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�　　　　まずはお気軽にお電話を（０３－３４７２－８５９５）





�　　　　詳しいお話をお伺いし、手続をご案内します（出張相談可）





�　　ご希望の条件に合った担当者をご紹介します





�　　申立手続支援等を行い、成年後見人等に就任します
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　実務経験から得た教訓、ノウハウなどの情報は、法人内部に集積され、会員はそれらの情報を共有することができます。それにより、会員が後見事務の知識を深め対応能力を向上させることができ、後見事務担当者はもとより、これから後見事務に取り組もうとする会員にとっても、有益な効果を期待することができます。このように組織的に後見事務担当者をサポートすることは、とりもなおさず、成年被後見人等へのサポートにつながっていると考えられます。
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受任事案が増加すれば、それに伴い内部事務も増加し、人材確保、事務処理体制の整備が課題となります。当然、人件費や固定費も増加します。また、後見事務担当者のための研修制度の充実など、組織体制をしっかりとしようとすればするほど法人運営におけるコストが増えてしまいます。
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特に法定後見（家庭裁判所の審判による成年後見制度）においていえることですが、後見報酬額の予測が困難で、かつ低額になる傾向があり、法定後見の受任だけでは、法人運営が財政的に厳しくなります。安定した収入が見込めない状況では、財政破綻による破産や解散の恐れがないとは言えず、法人後見のメリットの一つである継続性が、必ずしも約束されたものではなくなってしまいます。





法人後見�
個人後見�
�
長期継続性のある事案への対応が可能であり、後見事務担当者の交代が容易である�
成年後見人等の個人的事情（病気・事故・死亡等）による後見事務への影響が大きい�
�
法人内部での実務経験の共有、相談体制の充実、様々な専門知識の活用により、後見事務の質が高まる�
後見事務の質は、成年後見人等の個人の資質、能力、経験により左右されるところが大きい�
�
重要な意思決定は後見事務担当者ではなく理事会などが行うため、迅速性に欠ける�
成年後見人等は、原則として、単独で成年後見人等としての意思決定を行うことができる�
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ＮＰＯライフサポート東京は、主に高齢者の方々の成年後見制度の利用を支援する目的で、品川区の行政書士有志により、約１年の設立準備活動を経て、平成１７年２月に設立されました。設立のいきさつから、当初はＮＰＯライフサポート品川と称しておりましたが、その後、活動の場もまた会員の構成も品川区から東京全域、さらには首都圏へと広がったことから、平成１９年１１月に現在のＮＰＯライフサポート東京に改称いたしました。


　品川区の行政書士１２名でスタートしてから４年半がたち、現在では東京、千葉、神奈川の行政書士、社会保険労務士、司法書士、フィナンシャルプランナーなどの専門職約３０人の会員が参加しています。
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「体制委員会」が後見事務の受任から終了までのフローや統一書式等の内部体制の整備を行い、後見事務担当者のサポートを行っています。また、「監査委員会」を設置し、後見事務担当者が行っている後見事務を定期的に監査しています。軽微な日常事務の意思決定は後見事務担当者が行いますが、重要事項に関する意思決定は理事会が行います。
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成年後見以外にも、相続手続支援、遺言執行事務等を受任したり、助成金を申請したりすることにより、財政基盤を強化したうえで、法人内部で社会扶助システム（資産が少ないために成年後見制度を利用することのできない人へ収益を還元すること）を完成することを一つの目標にしています。


また、会員の人数が増えたとしても、本部の下に各地の支部を設置するようなピラミッド型の大組織にはせず、当法人で経験を積んだ会員が独立して地域リーダーとなり、各地域に当法人のようなＮＰＯ法人や社団法人等を設立することが望ましいと考えています。この方法により、大組織の弊害（法人としての会員の監督が困難となる、法人としての意思決定に時間がかかる等）を避け、また、各市区町村、社会福祉協議会との連携を図り、その地域の実情にあった方法で成年後見制度の普及活動を行い、地域における成年後見人等の受け皿になっていきたいと思います。
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■　発行所


特定非営利活動法人ライフサポート東京　事務局


〒１４０－０００１　東京都品川区北品川２丁目８番３号


ＴＥＬ　０３－３４７２－８５９５　ＦＡＸ　０３－３４７１－２３８９


　　ＵＲＬ　http://lifesupport.admini-s.com
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